
公益法人の区
分

国認定、都道
府県認定の区
分

応札・応募者
数

令和3年度奨学金制度等に係
る動画制作及び動画コンテン
ツ配信サービスの運用

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.1
トッパン・フォームズ株式会
社
東京都港区東新橋1-7-3

4010401050341 一般競争入札 - 1,374,560 -

東京日本語教育センター事務
機器（複合機）の賃貸借（リー
ス）及び保守業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.1
富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂9-7-3

3010401026805 一般競争入札 - 4,752,000 -

近畿支部　モノクロ複合機の
賃貸借（リース）及び保守業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.8
リコージャパン株式会社
東京都港区芝浦3-4-1

1010001110829 一般競争入札 - 1,300,200 -

令和２年度日本留学促進資料
公開拠点閲覧用資料購入

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.8
株式会社凡人社
東京都千代田区平河町1-3-
13

3010001029258 一般競争入札 - 1,487,442 -

高速カラー印刷機の購入

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.10
理想科学工業株式会社
東京都港区芝2-14-5

9010401031452 一般競争入札 - 5,379,000 -

駒場事務所１階留学試験課分
室設置に伴う備品の購入

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.15
株式会社徳河
東京都豊島区東池袋5-18-8

9013301008743 一般競争入札 - 2,766,940 -

令和3年度採用時提出者用マ
イナンバー提出書の作成・封
入・封緘等業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.15
株式会社ビー・プロ
宮城県仙台市若林区六丁の
目西町4-1

7370001002729 一般競争入札 - 2,783,000 -

令和３年度スカラシップ・アドバ
イザー派遣事業に係る派遣支
援業務、スカラシップ・アドバイ
ザー更新プログラムの運営業
務及び動画制作・動画コンテ
ンツ配信サービスの運用業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.19

株式会社エヌ・ティ・ティマー
ケティングアクト
大阪府大阪市都島区東野田
町4-15-82

1120001100018
一般競争入札（総
合評価）

- 39,985,000 -

支払督促申立予告督励状
バースト、封入、局出し及び配
達状況データ作成業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.23
株式会社日旅物流
埼玉県戸田市笹目北町12-2

5030001020584 一般競争入札 - 1,161,231 -

総務部で使用するカラー複合
機２台の賃貸借（リース）及び
保守業務

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.25
リコージャパン株式会社
東京都港区芝浦3-4-1

1010001110829 一般競争入札 - 6,341,280 -

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号又は名

称及び住所

公益法人の場合

法人番号

様式３－３ 



日本語教育センター端末賃貸
借及び運用保守

独立行政法人日本学生支援
機構　理事長　吉岡　知哉
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

R3.3.25
NECネクサソリューションズ
株式会社
東京都港区三田1-4-28

7010401022924
一般競争入札（政
府調達）

- 63,428,640 -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


